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■ 策定の概要 

１ 策定の趣旨 

ウイルス性肝炎であるＢ型肝炎及びＣ型肝炎（以下「肝炎」という。）は、適切な治療を行わないま

ま放置すると、肝硬変や肝がんに進行するおそれがあります。 
国をあげての感染予防対策が図られる以前に感染し、30 年以上経過している場合が多く、自覚症状

が乏しいため、感染していても自覚のない者や、自らの感染を知りながらも精密検査や肝炎治療を適切

に受けていない者が多数存在しています。 

このため、これまでの成果と課題を把握したうえで、重点的に展開すべき施策を明らかにし、課題に

的確に対応するとともに、関係者が一体となって、より一層連携するよう、「第４次広島県肝炎対策計

画」を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の位置付け 

肝炎対策基本法（平成 21〔2009〕年法律第 97号）に基づき、肝炎対策に関する地域の特性に応じた

施策を策定するものです。 

 

３ 計画期間 

令和５(2023)年度から令和９(2027)年度までの５年間 

無
症
候
性
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※ 成人期の感染が長期間 
持続する割合は高く 
ありません。 

（現在） 

【
Ｂ
型
】 

【
Ｃ
型
】 

※※ 自覚症状が乏しく、精密検査によらなければ病態は把握できません。 
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４ 基本理念 

 

 

 

 

５ 目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 全体目標 

肝炎対策による社会的変化として、県民の皆様と共有し、共感が得られ、他の都道府県の状況とも比

較・検証できるものとして、次のとおり、全体目標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内どこに住んでいても、生涯にわたって、いきいきと暮らすことができるよう、肝炎ウイルス

に持続感染している者（ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がんの患者を含む。）が安心し

て治療を受けられる社会を構築します。 

県民全てが肝炎について正しい知識を持ち、予防、受検、受診・受療及び偏見・差別の解消等の

肝炎対策に主体的に取り組んでいます。 

Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎の重症化予防対策に取り組むことにより、「令和８(2026)年までに、 

肝がんによる 75歳未満年齢調整死亡率を、全国平均以下まで低減」を目指します。 

適切な肝炎治療の推進や医療費助成、受検機会の確保等により、 

肝炎に対する様々な不安や経済的負担を軽減し、安心につなげます。 

ひろしま肝疾患コーディネーターが中心となって、正しい知識を 

普及啓発し、県民一人一人が感染によるリスクを自覚した対応を図ります。 

予防 受検 受診・受療 偏見・差別解消 

9.3 (3位)

8.8 (5位)
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（都道府県ワースト順位）

75 
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■ 本県の肝炎の重症化予防を巡る現状と重点的に取り組むべき課題 

 潜在キャリアを早期発見し、早期治療につなげる重症化予防が、肝炎対策の中心です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

計45,100人

計40,500人

新規感染 5年で500人

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

計35,400人

計22,500人

感染を認識 
していない 
キャリア 
11,000人 

未受診の 
キャリア 
28,300人 

患者 
5,800人 

感染を認識 
していない 
キャリア 
5,400人 

未受診の 
キャリア 
16,400人 

患者 
13,600人 

9,800人 

23,700人 

7,100人 

3,300人 

9,000人 

10,200人 

発見 
方法 

精密 
検査 

発見 
方法 

精密 
検査 

受診 

受診 

検査による発見 5年で3,500人 

検査による発見 5年で4,700人 
22% 

抗ウイルス療法開始 5年で1,200人 経過観察の継続 5年で190人 

抗ウイルス療法開始 5年で3,060人 

抗ウイルス療法適応者 要経過観察者 5年で510人 

抗ウイルス療法適応者 

72% 28% 

94% 

副次的な検査※ 

71% 

副次的な検査※ 

91% 

県・市町 

の検査 

29% 

県・市町の検査 9% 

あり 

49% 

5年で 

1,710人 

あり 

70% 

5年で 

3,270人 

なし 

又は 

確認 

できない 

51% 

なし 

又は確認 

できない 

30% 

うち1割が 
治療導入時から肝硬変 

うち2割が 
治療導入時から肝硬変 

潜
在
キ
ャ
リ
ア 

潜
在
キ
ャ
リ
ア 

定期受診なし 
又は確認できない 

うち6割 

≪Ｂ型≫ 

【受検】 
・肝炎は自覚症状が乏しく、
検査を受けなければ発見で
きません（5年間で潜在キ
ャリアの 9%のみ発見）。 

【受診】 
・検査陽性後は、精密検査を
受診しなければ、治療方針
を決められません（51%が
受診を確認できません）。 

・精密検査を受けた者の 28%
は、無症候等のため経過観
察で足りると診断されてい
ますが、定期受診を継続し
なければ、知らないうちに
病態が進行している恐れが
あります（要経過観察者の
6割が定期受診を確認でき
ません）。 

≪Ｃ型≫ 

【受検】 
・肝炎は自覚症状が乏しく、
検査を受けなければ発見で
きません（5年間で潜在キ
ャリアの 22%のみ発見）。 

【受診】 
・Ｃ型は、Ｂ型より精密検査
時に肝硬変まで進行してい
る割合が高く、確実に精密
検査を受診する必要があり
ます（30%が受診を確認で
きません）。 

・Ｃ型は、治療薬によりウイ
ルス排除が可能であり、早
期の治療介入が一層重要で
す。なお、ウイルス排除後
も定期受診は必要です。 

※ 手術前検査、職域健診、妊婦健診、献血時の肝炎ウイルス検査 
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重点課題 ❹ 

早
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の
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重点課題 ❸ 

重点課題 ❶ 

重点課題 ❷ 

 

所属   

※1 潜在キャリア（感染を認識していないキャリア＋未受診キャリア）における割合 
※2 精密検査を受けた者における割合 
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■ 計画の施策体系 

 仮説を立てた上で立案した肝炎の重症化予防を加速するための解決策を、重点的取組として、課題に

的確に対応するとともに、正しい知識の普及啓発や受検機会の確保、医療費助成などの基礎的取組と連

関させ、相乗効果を生み出しながら、肝炎対策を総合的に推進していきます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 推進施策 具体的取組 

・職域や高齢者施設による定期健診への肝炎 
  ウイルス検査の追加（生涯 1回）促進 

・手術前検査や妊婦健診を行った担当医から 
  専門医への県独自様式を用いた紹介 

・職員の健診結果を管理する企業の人事労務 
部門への肝疾患Ｃo※配置 

❶ 働く世代や高齢の 
キャリアの早期発見 

・医療機関の肝疾患Ｃo※又は市町による個別 
受診勧奨 

❷ 早期の治療介入に 
つなげる環境づくり 

所属による受検促進 

(1)発見方法に応じた 
受診勧奨 

■ 肝炎の重症化予防を加速するための課題解決策 【重点的取組】 

(2)要経過観察者への 
フォローアップの強化 

■ 肝炎対策を推進するための諸施策 【基礎的取組】 

・肝炎デー、肝臓週間などに併せた啓発 
・肝疾患Ｃo※による啓発 
・患者団体との連携による情報提供 
・学校教育関係者、職域との連携による啓発 

・肝疾患Ｃo※の育成・育成後研修、活動支援 

・若年層への感染予防の啓発 
・Ｂ型肝炎ワクチン接種の推進 (1) 新たな感染の防止 ❶ 正しい知識の普及啓発 

(2) 受検,受診,検査 
結果の理解の促進 

(3) 偏見・差別の解消 

(4) 正しい知識を啓発 
できる人材育成 

・フォローアップシステムによる個別勧奨 

・肝疾患相談室による相談応需 

・拠点病院による医療従事者研修 

・事業場におけるガイドラインの周知 

・初回精密検査や定期検査費用の助成 

・抗ウイルス療法、肝がん等治療費の助成 

・医療保険者、薬局による受検勧奨 

❸ 受診の促進 

・保健所、委託医療機関、市町による検査 ❷ 受検の促進 (1) 受検機会の確保 

(2) 受検勧奨 

(1) 受診費用の助成 

(2) 治療費の助成 

(3) 受診勧奨 

(4) 相談の応需 

(5) 肝炎医療に携わる 
人材育成 

(6) 
 

※ ひろしま肝疾患コーディネーターの略称 
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■ 注視する指標と目標値設定の考え方 

 計画に掲げる基本理念や目指す姿に近づいているかを検証していくため、ロジックモデルを整理した

上で、「注視する指標」を設定し、その推移を評価していきます。また、県民の皆様と共通認識のもと、

肝炎対策を推進していけるよう、目標値設定の考え方を明示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体目標  現状値（R2） 目標値（R8） 

肝がんによる 75歳未満年齢調整 
死亡率（人口 10万対） 

 ３次計画期間中に 
33％低減 

全国平均以下まで 
低減（45％低減相当） 

 

注視する指標  現状値（R4） 目標値（R8） 

肝炎ウイルス検査を受けたこと
がある者の割合 

 Ｂ型：57.6% 
Ｃ型：46.8% 

Ｂ型：70% 
Ｃ型：60% 

治療導入時から肝硬変と診断 
される者の割合 

 Ｂ型：17.0% 
Ｃ型：22.7% 

Ｂ型：17% 
Ｃ型：22% 

定期受診により病態進行の有無
を確認した者の割合 

 
Ｂ型：28.8%（R2） Ｂ型：40% 

肝炎ウイルスに関する正しい 
知識の認知度 

 一般：40.6% 
偏見・差別：29.4% 

一般：60% 
偏見・差別：50% 

 
 

（R2） 

（R9） 

※ 肝炎ウイルス検査を受けた者が，正しい知識を持っている状態を目指しているため，「検査を受けたことがある者の割合」 

と同じ目標値「一般：60％」とします。この目標値と現状値の差（20 ﾎﾟｲﾝﾄ）を「偏見・差別」にも当てはめます。 
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■ 計画の施策体系 

 仮説を立てた上で立案した肝炎の重症化予防を加速するための解決策を、重点的取組として、課題に

的確に対応するとともに、正しい知識の普及啓発や受検機会の確保、医療費助成などの基礎的取組と連

関させ、相乗効果を生み出しながら、肝炎対策を総合的に推進していきます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の柱 推進施策 具体的取組 

・職域や高齢者施設による定期健診への肝炎 
  ウイルス検査の追加（生涯 1回）促進 

・手術前検査や妊婦健診を行った担当医から 
  専門医への県独自様式を用いた紹介 

・職員の健診結果を管理する企業の人事労務 
部門への肝疾患Ｃo※配置 

❶ 働く世代や高齢の 
キャリアの早期発見 

・医療機関の肝疾患Ｃo※又は市町による個別 
受診勧奨 

❷ 早期の治療介入に 
つなげる環境づくり 

所属による受検促進 

(1)発見方法に応じた 
受診勧奨 

■ 肝炎の重症化予防を加速するための課題解決策 【重点的取組】 

(2)要経過観察者への 
フォローアップの強化 

■ 肝炎対策を推進するための諸施策 【基礎的取組】 

・肝炎デー、肝臓週間などに併せた啓発 
・肝疾患Ｃo※による啓発 
・患者団体との連携による情報提供 
・学校教育関係者、職域との連携による啓発 

・肝疾患Ｃo※の育成・育成後研修、活動支援 

・若年層への感染予防の啓発 
・Ｂ型肝炎ワクチン接種の推進 (1) 新たな感染の防止 ❶ 正しい知識の普及啓発 

(2) 受検,受診,検査 
結果の理解の促進 

(3) 偏見・差別の解消 

(4) 正しい知識を啓発 
できる人材育成 

・フォローアップシステムによる個別勧奨 

・肝疾患相談室による相談応需 

・拠点病院による医療従事者研修 

・事業場におけるガイドラインの周知 

・初回精密検査や定期検査費用の助成 

・抗ウイルス療法、肝がん等治療費の助成 

・医療保険者、薬局による受検勧奨 

❸ 受診の促進 

・保健所、委託医療機関、市町による検査 ❷ 受検の促進 (1) 受検機会の確保 

(2) 受検勧奨 

(1) 受診費用の助成 

(2) 治療費の助成 

(3) 受診勧奨 

(4) 相談の応需 

(5) 肝炎医療に携わる 
人材育成 

(6) 
 

※ ひろしま肝疾患コーディネーターの略称 
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■ 注視する指標と目標値設定の考え方 

 計画に掲げる基本理念や目指す姿に近づいているかを検証していくため、ロジックモデルを整理した

上で、「注視する指標」を設定し、その推移を評価していきます。また、県民の皆様と共通認識のもと、

肝炎対策を推進していけるよう、目標値設定の考え方を明示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体目標  現状値（R2） 目標値（R8） 

肝がんによる 75歳未満年齢調整 
死亡率（人口 10万対） 

 ３次計画期間中に 
33％低減 

全国平均以下まで 
低減（45％低減相当） 

 

注視する指標  現状値（R4） 目標値（R8） 

肝炎ウイルス検査を受けたこと
がある者の割合 

 Ｂ型：57.6% 
Ｃ型：46.8% 

Ｂ型：70% 
Ｃ型：60% 

治療導入時から肝硬変と診断 
される者の割合 

 Ｂ型：17.0% 
Ｃ型：22.7% 

Ｂ型：17% 
Ｃ型：22% 

定期受診により病態進行の有無
を確認した者の割合 

 
Ｂ型：28.8%（R2） Ｂ型：40% 

肝炎ウイルスに関する正しい 
知識の認知度 

 一般：40.6% 
偏見・差別：29.4% 

一般：60% 
偏見・差別：50% 

 
 

（R2） 

（R9） 

※ 肝炎ウイルス検査を受けた者が，正しい知識を持っている状態を目指しているため，「検査を受けたことがある者の割合」 

と同じ目標値「一般：60％」とします。この目標値と現状値の差（20 ﾎﾟｲﾝﾄ）を「偏見・差別」にも当てはめます。 
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■ 望まれる役割（重点的取組に関するもの） 

 それぞれの立場で望まれる役割について、整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島県 健康福祉局 薬務課 

〒730-8511 広島市中区基町 10-52 

TEL：082-513-3078  FAX:082-211-3006 


